
   八王子市まちづくりアドバイザーあっ旋要綱 

 

平成 19 年 1 月 1 日施行 

改正 令和 3年(2021 年)4 月 1 日 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、八王子地区まちづくり推進条例施行規則（以下「規則」という。）

第２０条第２項の規定に基づき、まちづくりアドバイザーに係る必要な事項を定める

ものとする。 

 

 （用語） 

第２条 この要綱において、使用する用語は、八王子市地区まちづくり推進条例（平成

１８年八王子市条例第４４号。以下「条例」という。）及び規則において使用する用

語の例による。 

 

 （まちづくりアドバイザーのあっ旋） 

第３条 まちづくりアドバイザーのあっ旋を受けようとする協議会等は、まちづくりア

ドバイザーあっ旋申請書(第１号様式)を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、次条に定めるまちづくりアドバイザーとして

登録された者の中から申請内容に適した者を選定し、まちづくりアドバイザー選定通

知書(第２号様式)により当該協議会等に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の通知をしたときは、あわせて当該選定に係るまちづくりアドバイザ

ーに、まちづくりアドバイザーあっ旋通知書(第３号様式)により通知するものとする。 

４ 協議会等又はあっ旋されたまちづくりアドバイザーは、その申出により双方了解の

うえ、まちづくりアドバイザーを変更することができる。まちづくりアドバイザーの

変更については、前２項の規定を準用する。 

５ あっ旋を受けたまちづくりアドバイザーは、その業務の遂行において知り得た事項

を他に漏らしてはならない。 

６ あっ旋を受け、その業務を行ったまちづくりアドバイザーは、まちづくりアドバイ

ザー実績報告書(第４号様式)を市長に提出しなければならない。 

７ 市長は、必要と認めたときは、あっ旋したまちづくりアドバイザーに対し、活動状

況等について報告を求めることができる。 

８ まちづくりアドバイザーの報酬は、協議会等の負担とし、準備会への出席について

は、１回につき３万円を、協議会への出席は、１回につき５万円を限度とする。 



 

 (まちづくりアドバイザーの登録等) 

第４条 まちづくりアドバイザーとして登録を希望する者は、市長に対し、登録の申請

をすることができる。 

２ 前項に規定するまちづくりアドバイザーの登録の申請は、次の各号に掲げる申請者

の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出することにより行うものとする。 

⑴ 個人 まちづくりアドバイザー登録申請書(個人用)(第５号様式)、経歴書（第６

号様式）及びまちづくりアドバイザー登録票（第７号様式） 

⑵ 法人 まちづくりアドバイザー登録申請書(法人用)(第８号様式)、経歴書及びま

ちづくりアドバイザー登録票 

３ 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、次のいずれかの

要件を満たすと認めたときは、まちづくりアドバイザーとして登録するものとする。 

 ⑴ 個人の申請者にあっては、次のいずれかに該当するものであること。 

ア 都市計画、建築設計、都市デザイン等まちづくりに関する知識を有し、当該業

務に関し１０年以上の実務経験を有する者 

イ 地区計画等又は建築協定その他のまちづくりの計画の策定等に関与し、中心的

な役割を果たした実績がある者 

ウ 大学等においてまちづくりに関する教育研究を行っている教授等 

エ その他市長が、アからウに規定する者と同等の知識又は経験を有すると認めた

者 

 ⑵ 法人の申請者にあっては、前号アからエまでのいずれかに該当する者が２人以上

在職していること。 

４ 市長は、第２項の申請に基づき、まちづくりアドバイザーとして登録すると決定し

たときは、まちづくりアドバイザー登録通知書(第９号様式)により、登録しないと決

定したときは、まちづくりアドバイザーとして登録しない旨の通知書(第１０号様式)

により、その旨申請者に通知する。 

５ 市長は、前項の規定により登録すると決定した者をまちづくりアドバイザー登録者

名簿に登載し、まちづくりアドバイザー登録票を公表するものとする。 

６ まちづくりアドバイザーは、まちづくりアドバイザー登録者名簿及びまちづくりア

ドバイザー登録票に記載された事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に

届け出なければならない。 

７ まちづくりアドバイザーは、まちづくりアドバイザーの登録の取消しを申し出ると

きは、まちづくりアドバイザー登録取消申出書(第１１号様式)を市長に提出しなけれ

ばならない。 



８ まちづくりアドバイザーの登録期間は、第５項の規定によるアドバイザー登録簿に

登載した日から、その日の属する年度の翌々年度の末日までとする。 

９ 前項の登録期間は、まちづくりアドバイザーから登録の取消しの申出がなければ、

自動的に３年間延長し、以後この例によるものとする。 

 

(まちづくりアドバイザー登録の取消し) 

第５条 市長は、まちづくりアドバイザーが、次のいずれかに該当すると認めたときは、

当該まちづくりアドバイザーの登録を取り消すことができる。 

⑴ まちづくりアドバイザーとしての資質に欠けると認めたとき。 

⑵ 虚偽の申請その他不正な手段により登録を受けたと認めたとき。 

⑶ 前条第６項に規定する記載事項の変更の届出を怠ったとき。 

⑷ まちづくりアドバイザー登録取消申出書を提出したとき。 

 

附 則 

この要綱は、平成 19 年１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和 3年(2021 年)4 月１日から施行する。 



第１号様式(第３条関係) 

年  月  日 

 

八王子市長       殿 

 

（申請者）  

団 体 名               

代表者住所              

代表者氏名              

電話番号               

 

まちづくりアドバイザーあっ旋申請書 

 

 八王子市まちづくりアドバイザーあっ旋要綱第３条第 1項の規定により、まちづくり

アドバイザーのあっ旋を申請します。 

 

あっ旋を受ける 

目的及び内容 

 

希望する回数 

及 び 日 程 等 

 

希望する場所等 

 

あっ旋を希望す

るまちづくりア

ドバイザー 

 

備    考 

 



第２号様式(第３条関係) 

第     号 

年  月  日 

 

               様 

 

 

八王子市長             ㊞  

 

 

まちづくりアドバイザー選定通知書 

 

    年  月  日付で申請のあったまちづくりアドバイザーのあっ旋について

は、八王子市まちづくりアドバイザーあっ旋要綱第３条第２項の規定により、次のとお

り選定しましたので通知します。 

 

選定したまちづくり 

ア ド バ イ ザ ー 

 

アドバイザーの連絡先  

備 考 

 



第３号様式(第３条関係) 

第     号 

年  月  日 

               様 

 

 

八王子市長          ㊞  

 

まちづくりアドバイザーあっ旋通知書 

 

八王子市まちづくりアドバイザーあっ旋要綱第３条第２項の規定により、下記の団体

にまちづくりアドバイザーとしてあっ旋しましたので、同条第３項の規定により通知し

ます。 

 

協 議 会 等 の 名 称  

協議会等の代表者 

住 所 ・ 氏 名 
 

連 絡 先  

業 務 の 内 容  

業 務 を 行 う 場 所  

備 考  



第４号様式(第３条関係) 

年  月  日 

 

八王子市長       殿 

（まちづくりアドバイザー） 

住 所               

氏 名               

電話番号              

 

まちづくりアドバイザー実績報告書 

 

 まちづくりアドバイザーとして行った業務について、八王子市まちづくりアドバイザ

ーあっ旋要綱第３条第６項の規定により、次のとおり報告します。 

 

日 時 
 

場 所 
 

参 加 者 数 
 

業 務 の 概 要 

 

成 果 等 

 

次回以降の予定 

 

備 考 

 

※ 当日配布した資料等の写しを添付してください。 



第５号様式（第４条関係） 

 

  年   月   日 

 

八王子市長        殿 

 

（申請者） 

住  所               

氏  名               

 

まちづくりアドバイザー登録申請書(個人用) 

 

八王子市まちづくりアドバイザーあっ旋要綱第４条第２項第１号の規定により、次の

とおりまちづくりアドバイザー登録を申請します。 

 

氏 名  

住 所  

専 門 分 野  

連 絡 先  

勤 務 先 等  

 



第６号様式（第４条関係） 

 

経 歴 書 

 

住 所               

氏 名               

生年月日     年  月  日生 

 

 

  最終学歴 

１ 年   月  

 

 

 

 

  職歴 

２ 年   月  

 

 

 

 

  資格 

３ 年   月  

 

 

 

 

 



第７号様式（第４条関係） 

まちづくりアドバイザー登録票 

ふ り が な  

氏 名 
 

 

所属(勤務先)  

連 絡 先  

専 門 分 野  

支援可能事項 

□ まちづくりの進め方(ワークショップなど)について 

□ まちづくりの事業手法や制度について 

□ まちづくりの計画・ルールづくりについて 

□ 建築制限、開発制限について 

□ 不動産鑑定、税務、法律について 

□ 防災まちづくりについて 

□ その他(                        ) 

支援可能事項に

おける実績等 
 

論文その他の実

績等 
 



 
その他ＰＲ事項 



第８号様式（第４条関係） 

  年   月   日 

八王子市長        殿 

（申請者） 

住   所（主たる事務所の所在地） 

                     

名   称                

代表者氏名                

電話番号                 

 

まちづくりアドバイザー登録申請書(法人用) 

 

八王子市まちづくりアドバイザーあっ旋要綱第４条第２項第２号の規定により、次の

とおりまちづくりアドバイザー登録を申請します。 

１ 

氏 名  

専 門 分 野  

生 年 月 日  

所 属 部 署  

連 絡 先  

備 考  

２ 

氏 名  

専 門 分 野  

生 年 月 日  

所 属 部 署  

連 絡 先  

備 考  



第９号様式（第４条関係） 

第     号 

  年  月  日 

 

                  様 

 

 

八王子市長           ㊞  

 

 

まちづくりアドバイザー登録通知書 

 

   年  月  日付で申請のあったまちづくりアドバイザー登録について、登録す

ることと決定したので、八王子市まちづくりアドバイザーあっ旋要綱第４条第４項の規

定により、次のとおり通知します。 

 

１ 

氏 名  

住 所  

所 属  

２ 

氏 名  

住 所  

所 属  

 



第１０号様式（第４条関係） 

第     号 

  年  月  日 

 

                  様 

 

 

八王子市長            ㊞  

 

 

まちづくりアドバイザーとして登録しない旨の通知書 

 

 

   年  月  日付で申請のあったまちづくりアドバイザー登録について、下記の

理由により登録しないこととしたので、八王子市まちづくりアドバイザーあっ旋要綱第

４条第４項の規定により、次のとおり通知します。 

 

理 由  

備 考  



第１１号様式（第４条関係） 

  年   月   日 

 

八王子市長         殿 

 

（申出者） 

住 所               

氏 名               

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）  

電話番号              

 

まちづくりアドバイザー登録取消申出書 

 

 八王子市まちづくりアドバイザーあっ旋要綱第４条第７項の規定により、次のとおり

まちづくりアドバイザー登録の取消しを申し出ます。 

 

登録された者の氏名 

 

申 出 の 理 由 

 

 


